
クリッピング・サービスのご案内 

 上毛新聞の記事・写真などの著作物は、著作権法で保護されています。業務上、複

製利用する場合は、上毛新聞社の許諾を得ていただきますようお願いいたします。 

 

また、新聞の記事を組織的・継続的・反復的に複製し、情報共有等のために組織内

で利用することを「クリッピング」※といいます。クリッピングをするには、上毛新

聞社との契約が必要です。 

クリッピング契約をご希望の場合は、下記のお問い合わせ先にご連絡いただくか、

裏面の見積依頼書をご送付ください。月間の最大利用記事数と配布部数（または電子

ファイル共有数）から料金を算出します。見積書の発行後、申請書を提出いただき、

利用開始となります。 

 

※クリッピングとは 特定の媒体の記事を同一組織または同一部署の中でおおむね月５記

事以上、複製利用（紙のコピーや電子ファイルの共有）する場合をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ 上毛新聞社デジタル営業部 

電話：０２７-２５２-８９７３、メール：webmaster@raijin.com 

mailto:webmaster@raijin.com


上毛新聞社デジタル営業部 著作権担当 行 

FAX：０２７-２５４-９９０４ 

メール：webmaster@raijin.com 

年  月  日 

 

クリッピング・サービス 見積依頼書 

■ご依頼者について 

法人・団体名 
 

部署名 
 

担当者名 
 

住所 

〒 

電話番号 
 

メールアドレス 
 

 

■ご利用条件について 

利用希望年月 年   月 ～    年   月 

利用方法 

（いずれかに〇） 
紙複製 ・ デジタル複製 

最大利用記事数/月      件 

配布部数または 

配信数/回 
        部（台） 

 

mailto:webmaster@raijin.com

